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森林環境譲与税の活用状況について 

令和４年１２月１６日 

千葉県農林水産部森林課 

１ 森林環境譲与税 

 （１）経緯 

国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止に向けて、市町村が実施する 

森林整備等に必要な財源を確保するため、平成 31 年 3 月に「森林環境税及び森林

環境譲与税に関する法律」が制定され、令和元年度から、県、市町村への譲与が  

開始された。 

また、令和元年の台風災害等を受け、森林の整備促進が喫緊の課題とされたこと

から、令和 2 年 3 月に同法が改正され譲与額が前倒しで増額されることとなった。 

なお、衆・参両議員の総務委員会の附帯決議において、森林環境譲与税の所要の

見直しを検討する要望あり、今後配分等が見直される可能性がある。 

 

 

  （２）各年度の譲与額（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）県及び県内市町村への配分実績額及び試算額（年額）       単位：千円 

年度 R1 R2 R3 R4～5 R6～ 

県 77,946 116,919 117,693 120,216 120,216 

市町村 311,750 662,519 666,913 881,528 1,081,894 

 【参考】 R3 千葉県納税義務者数 3,298,721 人 

     （ ＝ 森林環境税想定納入額 3,298,721 千円/年） 

 

 

 （４）使途 

市 町 村：間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の 

     森林整備及びその促進に関する費用に充てる 

都道府県：森林整備等を実施する市町村の支援等に関する費用に充てる 

 （上記の範囲内において、幅広く弾力的に活用することが可能とされている） 

 

  

試算額 実績額 

資料３ 

当初は令和 15 年に全額譲与となるよう

段階的に増額することとされていた

が、法改正により、前倒しで増額 
（億円） 
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２ 市町村における活用状況 

（１）市町村の森林環境譲与税の譲与額の実績及び計画              単位：千円 

区 分 Ｒ１実績 Ｒ２実績 Ｒ３実績 Ｒ４計画※ 

市 

町 

村 

譲与額 311,750 100% 662,519 100% 666,913 100% 881,528 100% 

実績・計画額 41,054 (13%) 137,865 (21%) 264,907 (40%) 534,152 (61%) 

積立額 270,696 (87%) 524,654 (79%) 402,006 (60%) 347,376 (39%) 

 ※ Ｒ４計画：県試算(想定)額 

 

 

（２）使途区分別の取組市町村数                   単位：市町村数 

使途区分 森林整備 担い手育成 木材利用 普及啓発 その他 ※ 

Ｒ１(実績) １４ ３ ６ ５ ３５ 

Ｒ２(実績) ２４ ３ １２ ６ ２３ 

Ｒ３(実績) ２４ ７ １２ ４ ２４ 

Ｒ４(計画) ３５ １１ １４ １２ １６ 
 ※ その他：基金積立、森林クラウド利用料のみ。 

  ※ 複数の使途に使用する市町村があるため、合計値は市町村数と整合しない。 

  

 

（３）市町村の取組事例 

   



3 
 

  



4 
 

３ 県における活用状況 

（１）令和４年度 森林環境譲与税を活用した施策一覧 

区分 事業名 事業内容 

森林 

計画 

森林情報管理 

森林クラウド（市町村等関係機関がリアルタイムで共有するシステム）で森林 

情報の一体的管理を行う。また、クラウド機能を改良・拡充することにより、正確

な森林情報の収集と現場作業の効率化を図る 

千葉県森林づくり計画

作成業務委託 

本県の現状を踏まえて客観的・科学的見地から、将来にわたる森林の保全と

持続可能な資源利用の基準を定める千葉県森林づくり計画を策定し、県と  

市町村の計画の枠組み作りや連携を促進 

森林 

整備 

森林整備事業を担う市

町村職員の支援事業 

市町村が森林整備事業の実務を実施するに当たり必要な委託業務発注や 

完成検査等の各段階における業務の研修を実施。森林整備事業を担う   

市町村への支援を継続的に実施 

広域連

携支援 

森林整備広域連携 

モデル事業 

森林環境譲与税を活用した市町村間（都市部と森林地域）の広域連携による

取組を支援し、森林整備を促進 

木材 

利用の

促進 

ちばの木の香る街づく

り推進事業  

公共建築物や民間施設における県産木材による内外装の木質化や木材製品

の導入経費に対し助成 

千葉県木材利用ネット

ワークによる事業者連

携の推進 

県産木材のサプライチェーン構築に向けて事業者連携を促進 

マテバシイ材利用拡大

事業 

マテバシイ材の利用上の課題に関する調査研究を行うとともに、需要拡大や 

供給体制構築を支援 

県産木材の普及啓発

（木育の推進） 

・県の森林・木材に対する子供から大人まで全県民の理解を促進するため、 

木育活動の企画ができる人材の育成や県産木材製の遊具の貸出制度を整備 

・木工作品展の開催や木工出前授業を実施 

里山の

保全、

整備 

及び 

活用の

促進 

多様な主体による里山

整備活動促進事業  

里山活動を促進するため、里山に関する総合窓口の運営のほか、里山活動 

団体を対象にした安全講習会や運営改善講習会などの講習会を開催 

ちばの森体験活動の

推進 

身近な森に触れ合う機会を提供し、森林の重要性の普及啓発及び地域の  

森や里山の整備を進めるため、森林環境教育を推進 

  

森林環境教育プラ

ットフォーム作り 

市町村の森林環境教育を効率的に実施するため、情報共有や実施方法検討

のためのプラットフォームづくりを行う 

ちばの森あそび事

業 

市町村が実施を希望する森林環境教育イベントを市町村、関係機関と調整の

うえ実施 

コドモリ支援事業 

学校や幼保園等に近接した森を森林環境教育の場として試行的に整備 

 計画段階から市町村、利用者（学校等）、整備者（里山活動団体等）が連携し

て実施 

森林環境教育の森

整備事業 

教育の森制度で認定された森林や里山活動協定の認定を受けた団体の活動

地において、里山活動団体等が外部から参加者を受け入れるために必要な 

準備（倒木処理等）に係る費用を支援 

ちば里山アワードによ

る表彰事業 

市民団体等により実施されている里山の保全や利活用の活動の内、優秀な 

事例を表彰 



5 
 

（２）森林環境譲与税を活用した県の取組事例 

ア 森林整備広域連携モデル事業 

(ｱ) 事業の目的・概要 

     県内の良好な森林環境を保全するための広域連携モデルの構築を行うため、 

都市部の市町村と森林が多い市町村をマッチングし、都市部と森林が多い市町村

が連携して森林環境譲与税を活用した森林整備に取り組むモデル事業を実施 

(ｲ)  主な事業内容 

    ① 令和３年度 ＣＯ２吸収量モデルの構築 

    浦安市と山武市の２市を連携の対象市町村として、都市

部が森林環境譲与税を活用して森林地域の森林を整備する

ための費用を負担し、森林整備に伴う二酸化炭素吸収量を

獲得することができるモデルを構築 

    令和４年度以降、当協定による森林整備を開始予定 

     【協定の概要】 

    ・協定締結者   浦安市及び山武市 

    ・協定締結日   令和４年３月２３日 

    ・主な内容    浦安市は、山武市が実施する森林整備事業の一部を支援する。森林整備

によって認証された二酸化炭素吸収量は、浦安市の二酸化炭素排出量から

相殺する。 

 

    ② 令和４年度 

     ・ 空間利用モデルの構築 

       都市部が、森林地域にある森林を整備するための 

費用を負担し、都市部の住民のレクリエーションの 

場として、整備した森林を利用するモデルを構築予定 

     ・ 木材利用モデルの構築 

       都市部が、森林地域にある森林を伐採するための 

費用を負担し、伐採された木材を都市部において利用

するモデルを構築予定 

 

(ｳ) 事業のイメージ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協定締結式の状況 
（浦安市長、山武市長及び知事出席） 

③令和 3 年度 森林整備によるＣＯ2吸収量を還元 

③令和 4 年度 森林体験等のレクリエーション空間を提供 

       森林整備で生産された木材による木製品の提供 

①森林環境譲与税で森林整備の費用を負担 



6 
 

イ 千葉県森林経営管理協議会の設立 

  平成31年４月に施行された森林経営管理法に、市町村が主体となって森林の経営

管理を行う「新たな森林管理システム」が盛り込まれたことを受けて、市町村が取り

組む様々な森林経営管理施策の受け皿となる組織を構築 

(ｱ) 目的   会員が連携・協同し、「森林経営管理法」及び「森林環境税及び森林

環境譲与税に関する法律」に基づき県及び市町村が取り組む森林経営

管理施策の推進に寄与 

(ｲ) 構成員  会 員  ３８市町（R4.12 現在） 

       会 長  山武市長、 副会長 君津市長 

事務局  千葉県森林組合連合会 

(ｳ) 設立   令和３年３月４日 

(ｴ) 業務   相談窓口、基本計画作成支援、人材育成支援、森林利活用方法の提案、

市町村間の施策連携の調整業務、先進自治体の事例紹介、 

会員・県が協議会に発注する事業の履行等 

 

 

ウ 千葉県森林づくり計画 

  千葉県の目指すべき健全な森林の実現に向けた具体的な目標や行動計画について

市町村と連携のうえ、令和５年度を目途に作成 

(ｱ) 中期計画（10年間：2024から2033年度） 

    ・ 森林環境譲与税等を活用した災害に強い森林づくり 

       持続可能な森林管理を各地域で進めるための計画策定 

    ・ 計画を実現させるための新たな施策の提言、誘導 

       市町村の実情に応じたきめ細かい支援による実施体制の確立 

(ｲ) 長期計画（30 年間：2024 から 2053 年度） 

    ・ 森林資源計画作成 

 


